
ACCESS

薬剤師育成のためには、
研鑽積める環境と
システム構築が不可欠
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理解し、人材養成していく必要がある、と指摘します。
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薬剤師需給予測には二次医療圏
単位でのしっかりとした見極めと
評価が重要
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薬剤師需給予測に関わるきっかけは、厚労省時代の検討会資料作りから

くすりのみらいをかたる

名城大学薬学部
臨床薬学教育・研究推進センター教授

―ご略歴と薬局・薬剤師との関わりについてお聞かせください。

　　　　1986年に大学を卒業し、臨床薬剤師を目指して大学院

修士課程に進学しました。１年間は病院での実務研修を積むコー

スで、病棟で薬剤師が何をできるのかを命題に発掘した課題につ

いて取りまとめました。その後、研修病院だった国立名古屋病院

に就職しました。仕事の傍ら母校の研究員として臨床での疑問の

解決に向け、基礎と臨床の接点を模索しつつ、1999年に博士号

を取得しました。その後、2回の転勤を経て2002年に厚労省への

出向が命じられ、厚労省の監視指導・麻薬対策課、審査管理課

を経て、2005年に総務課に配属となりました。

　ちょうど2004年に薬剤師法の改正、6年制薬学教育制度が成

立しましたが、その当時、薬剤師全般にかかわる業務を担当する

総務課での仕事を通じて、薬学教育の一部を担当させていただ

き、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会や関係団体など様々な方と

の関係性ができました。

　2008年には国立病院機構東名古屋病院に戻りましたが、半年

後に名城大学薬学部に赴任して以降は、行政経験を踏まえ薬局

に関わる多くの仕事をする機会をいただいています。

―現在、大学で教鞭をとりつつ、厚労省の「薬剤師の養成及び

資質向上等に関する検討会」にも、発足当初から参画されていま

す。そのなかで薬剤師の需給動向調査をされてきましたが、経緯と

動向についてお聞かせください。

　　　　薬剤師の需給動向調査は、総務課で関わった仕事が私

にとってのスタートでした。6年制薬学教育が始まり、薬剤師需給

と将来動向を検討するため、2007年に厚労省が「薬剤師需給の
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―今回、モデル・コア・カリキュラムが改訂されましたが、どう

いう点が期待されますか。

　　　　モデル・コア・カリキュラムの構成がいいなと思ってい

ます。これまで学修成果基盤型教育の中でも依然細かくSBOs

（到達目標：specific behavioral objectives）という個々の目標

を意識せざるを得ませんでした。カリキュラムの過密化は必ずし

も望ましい状態ではなかったのですが、各大学はSBOsを何と

かこなすという状況だったと思います。今回の改訂では、SBOs

が無くなりました。学修目標は示されていますが、その達成のた

めに何をするか、どのような教育を行うかは、各大学に委ねられ

ることになりますので、大学の特色化がより期待できると思いま

す。また、医療人として求められる基本的な資質・能力は、医

学、歯学など専門分野に関わらず共通していることです。今回

は、医学、歯学と同時改訂だったことから、薬剤師に医療人とし

て求められる基本的な資質・能力に関しては、三師で共通化し

ています。多職種が卒前段階の教育で協調し、価値観を共有す

ることは重要です。

―厚労省の検討会の議論等を踏まえて、文科省も方針転換

し、今後は薬学部の新設は無くなるとみられます。その一方で、

学生が集まらない大学も見られるなど教育の質が問われていま

す。今後の質確保に向け考えをお聞かせください。

　　　　薬学教育が4年制から6年制に移行した一番の目的は

薬剤師の資質向上です。薬剤師として求められる基本的な10の

資質を見据えて、モデル・コア・カリキュラムが改訂されてきまし

た。しかし、前回の改訂では大学卒業時点、すなわち薬剤師に

なるまでのことで、薬剤師になってからも自身が研鑽し、それぞ

れに能力を高めていく必要があります。

―患者のための薬局ビジョンで対物から対人業務へのシフト

が提言され、薬機法も改正され、最近では医療DXが推進され

るなど、薬局・薬剤師は大きな変化を求められています。注目し

ている点をお聞かせください。

　　　　薬剤師業務のモノからヒトへの転換が公表され既に５

年以上が経過しました。その間に、薬局の機能面から健康サ

ポート薬局、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局がスタート

しています。しかし、未だ地域住民から見て薬局のイメージは処

方箋応需だと思います。処方箋応需には関連して様々な相談対

応も含まれていると思います。相談対応、コンサルテーションに

もっと取り組むべきではないでしょうか。かかりつけ薬剤師を始

めとする気軽に相談できる、信頼できる薬剤師がいるかどうか

で、薬局、薬剤師に対する印象は変わってきます。安心、安全を

担保するためにデジタル化を活用し、いかに人と向き合う時間、

対話する時間を作るかが、鍵となるように思います。

―医療保険財政も厳しいなかで、薬剤師による健康支援や発

症予防への介入には、大きなビジネスチャンスがあると思いま

す。薬局の経営者の皆様に期待することをお聞かせください。

　　　　日本には薬局薬剤師が約19万人、病院には約6万人と、

OECDのなかでダントツに多いとされています。しかし、他の国は

多くのテクニシャンが働いており、従事者総数としては大差がな

いと考えます。高い倫理観と能力をもって現場に出ても、欧米で

いうテクニシャン的業務に翻弄される日々を過ごすなかで、資質

が一定以上に上がらないといった状況もあるのではないでしょう

か。また、近年、薬局のグループ化が進んでいます。地域で選ば

れる薬局にするためには、かかりつけ薬剤師の配置要件も大切

ですが、就業先で、様 な々経験を積み重ねることが重要です。特

に、ロールモデルになるような人と出逢えるかどうかで、薬剤師と

してのキャリアプランも変わるように思います。理想からすると薬

剤師としての職能を追求し、人材養成していく必要があるのでは

ないでしょうか。

　実は、私たちが日常の消費行動のなかでも無意識のうちに

取っていることと同じと考えます。例えばある商品を購入するに

も、ただ商品を売れば良いというところと、顧客のニーズにあっ

た商品のアドバイスを通して売るところを比較してみると、商品だ

けでなくその店員の態度や印象、アドバイス次第で次回の購買行

動に影響しています。薬局に置き換えてみると、ここに行けばこ

の薬剤師がいる、こんなことができる、相談ができるといった拠

点化や特徴付けにより、患者を含む地域住民の健康チェックか

らセルフケアに関わる取り組みを実践し、継続することが期待さ

れます。その取り組みの中には、必ず薬剤師が関わる状況づくり

が必要と考えます。そして、プロとして患者さんの話を聞き相談

に乗れるよう、研鑽が積める環境、教育研修システムの構築が

望まれます。その結果、地域住民や患者さんと薬剤師との距離

が縮まり、選ばれる薬剤師、薬局になるのではないでしょうか。
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将来動向に関する検討会」を立ち上げました。その検討会の

資料作りとして、薬剤師需給予測を行いました。医師、歯科医

師、薬剤師の届け出調査や薬学教育協議会の「卒業生および

大学院修了者の就職動向調査結果報告書」、薬学部定員、過

去の国家試験の合格者数や簡易生命表による年代別の死亡

率なども予測因子として取り入れ、需給予測を立てました。そ

の後も、定期的に需給予測する必要から、2012年度には薬学

教育協議会代表理事をされていた望月正隆氏を代表者とする

研究班のなかで調査研究をしています。その後、2018年度に

は同様の手法で私が推計結果を示しましたが、いずれも2040

年には余ってしまうとの予測でした。

　また、2020年に厚労省が「薬剤師の養成及び資質向上等に

関する検討会」を立ち上げたときには、構成員として参加しま

した。当初から需給調査に関わってきた経緯もあり、最初の

会合では、これまでの需給予測結果を報告しました。最近報

告された2045年までの需給推計は厚労省が主体となって行い

ましたが、やはり、2040年以降も余分に増え続けるだろうとい

う従来通りの結果でした（図1）。

―今回は都道府県ごとに偏在指標が示され、東京は1.42とな

り、地域偏在が数値化されました。将来、薬剤師が余るという

状況について、どのように認識されていますか。

　　　　需給予測を始めた背景には、増え続ける薬学部の新

設を何とか食い止めたい。そのためのエビデンスづくりという

側面もあったと思います。しかし現場からは「薬剤師が足りな

い」。特に病院では、「募集をしても来てくれない」と、本当に

困っている現状があります。需給予測と現場感覚とでギャップ

が生じていますが、その要因に地域偏在があると考えます。

　これまで県単位でまとめていたので、足りない地域があって

も、都市部に薬剤師が集中していると全体でみれば足りてい

ることになってしまうこともあります。二次医療圏単位でしっか

りと見極め、評価していく必要があります。

「卒後研修」は現在の個人裁量から、システマチックにしていく必要がある

薬剤師としての本来の職能が何かを理解し、人材養成していく必要がある

　しかし、現状では研鑽の機会は個人の裁量、やる気に依存し

ていると思います。卒後研修制度を含め、もう少しシステマチッ

クにしていく必要があると思っています。

―卒後研修を管理薬剤師の要件の一つにすべきではないか

との意見も聞かれますが、どのようにお考えでしょうか。

　　　　座学による理解には限界があり、体験が必要です。既

に卒前実習も参加型が取り入れられて久しいのですが、さらに

経験を積むスタイルが望まれます。卒前実習の時間を長くすると

いう考え方もありますが、現実的には時間は限られており、最新

の医療を学ぶにも卒後研修が重要になると考えます。大学にお

いては、生涯に渡って学び続けることへの認識、意識づけをす

ることが大事だと考えています。

　また、就職した薬局あるいは病院において、雇用側の理念に

より、卒後研修のあり様は大きく影響されると思います。一般的

に企業は利益を追求すると思いますので、調剤報酬をいかに獲

得するかということになりがちです。しかし、医療のなかでは、自

分たちが患者さんに対して行った行為の対価として診療報酬を

もらうというのが基本的な考え方です。

　最終的に治療に使われる医薬品を提供する際には、使用時、

使用後の患者状態の把握が大切です。医薬品というモノに紐づ

く知識だけでなく、人に関わる事項が必要であり、そのための

研鑽が求められます。卒後研修では、いろいろな疾患に関わり、

様々な病態や治療の実際を深く学ぶことが重要です。理想とし

ては、卒業してすぐにそういう研修ができることだと思います

が、その後の就業先の確保と合わせて考える必要があると思い

ます。現在、卒後研修についてはモデル事業として試験的な取

り組みがされていますが、厚労省としては１年以上を目安に考え

ているようです。
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出典:「薬剤師の養成及び資質向
上等に関する検討会 とりまとめ」
概要(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/conten
t/11121000/000799360.pdf)よ
り抜粋
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薬剤師の
需給推計
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